
硫黄岳は活火山であり登山道もありません。山全体が崩れやすいガレ場である他、火山ガスも噴出してお
り大変危険です。そのため三島村では、防災教育・学術研究目的以外の方の入山を制限しております。防災
教育・学術研究目的で入山される方は、自己責任で行動を行い、下記ルールの遵守をお願いいたします。

１
０
日
前
ま
で

入
山
当
日

入山者

島内
防災

入山前に報告

事前の入山届と変更したこと（特に
人数・下山時刻）があれば伝える。

岩石等採取の許可証は携帯する

入山計画の作成

気象庁HPの火山概況な

どをチェックし、安全な行
程を計画する

出張所

09913-2-2102

下山報告

無事下山したこと

および人数を報告する

役場本庁

総務課 防災係
soumu14@mishimamura.jp

役場本庁はそれぞれ
の管轄の現地担当
者へ連絡し、当日の
防災体制を敷く定住促進課 ジオ係

teijyu07@mishimamura.jp

現場 （FAX）

出張所所長
消防団団長
診療所看護師
硫黄島駐在所

それぞれの担当者は、
入山者の人数と、担架
などの救助用品、非常
時に対応可能な人員
数を確認し、非常時に
備える。

現場

出張所長、消防団、診療所は、非常時の一次対応に
当たるため島内待機 （下山予定時刻に待機解除）

入山届

入山届を１０日前までに役場へ
郵送もしくはメールにて提出

※入山届は2箇所へ提出

非常時

別途 非常時のフローを参照
地震や火山状況が悪化する兆候などを感じた場合は

計画を変更して速やかに下山してください。

出張所

09913-2-2102

岩石等を採取する場合

採取の申請が必要です

採取の申請書

定住促進課に提出し
許可証をもらう

防災教育・学術研究を目的として硫黄岳に入山される方へ

硫黄岳入山ガイドライン

硫黄岳入山に必要な（入山時の防災体制構築のための）手続き フローチャート

手続きについて
○当日の防災体制を敷くため、入山の１０日前までに入山届を三島村役場総務課防災係と定住促進課の
２か所に提出してください。

〇当日は入山時と下山時に出張所（不在の時は観光案内所）へ報告してください。

○岩石等または動植物等の採取・持ち出しについては禁止されています。研究などで持ち出す場合は必
ず事前に三島村定住促進課と鹿児島県自然保護課に申請を行って許可を得てください。

山行について
○舗装された登山ルートはありません。できるだけ、島内ガイドなど経験のある方を同伴してください。

○山行前に必ず気象庁のHPで火山情報を確認してください。

○キャンプは行わない。日暮れ前に下山できる余裕のある山行計画を立ててください。

○落石、火山ガスなど、自然条件・災害に十分注意し、異変があった場合は速やかに下山して下さい。
また山腹に噴石シェルターがありますので、山行前に地図等で場所を確認しておいてください。

○雨の後で足元の土石が流出している可能性が高いなどの場合は山行を中止するなど、安全を第一にし
た判断を行ってください。

○硫黄島には診療所はありますが、常勤の医師はおりません。けがをしても十分な治療は受けられませ
ん。救助が来るまでも時間がかかりますし、本土の大きな病院に搬送するまでにも時間がかります。
普通の山行ではちょっとしたケガ程度のことでも重大な結果になりうることをご理解の上、くれぐれ
も安全を優先してください。

装備について
○ヘルメット・ガスマスクを必ず携行し、適切に使用できるよう事前に使い方などを確認してください。

○トイレは集落に降りるまでありません。必要な場合は携帯トイレを持参して下さい。

○ゴミや食料は放置せず持ち帰ってください。

提出
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島内

本庁

本庁対策本部

現場防災実働班

薩摩硫黄岳入山における非常時の連絡フローチャート

状況判断
本庁および

本土の防災関係機関
やること

入山者

パターンA
山中で怪我な
どアクシデントが
発生した場合

連絡手段
があるか

自力で下山
できるか

YES
NO

NO YES

入山者と連絡
が取れるか

自力で下山
できるか

出動

（一次）

YES

NONO

YES
パターンB

下山予定時刻に
下山報告が
ない場合

パターンC

入山中に噴火や
地震の兆候があった
り、警戒レベル
が引き上げられ
たりした場合

防災無線で
放送

対策本部

を設置
鹿
児
島
県

海保

自衛隊

気象台

消防団

診療所

本庁（定住促進課ジオ係）

本庁

（総務課防災係）

出動（二次）要請
するかどうか検討

出張所長

気象台

出張所長

インシデント案件
として報告

自力で下山後、
出張所へ報告出張所へ連絡する 安全な場所で待機

入山者

入山者の緊急連絡先へ連絡する

駐在所

連携

②

④

①

③

⑤

島内の防災関係機関 入山者凡例

出動要請

情報共有

入山者の
安否確認
を指示する

事故発生を報告
それ以降は
適宜情報交換

駐在所

②

①
③

本庁
（総務課防災係）

本人への連絡、
民宿への帰着の確認、
怪我の有無など


